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社会福祉法人

白浜町社会福祉協議会社協だより
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　　歳末支援金配分事業実施
歳末たすけあい運動

　歳末たすけあい運動の期間中に集められた募金の配分の中で、町内に住民票を有し、支援を必要とする世帯に
支援金をお贈りします。（生活保護世帯、施設入所者は対象となりません）　

 赤い羽根共同募金運動について
　１０月１日より赤い羽根共同募金運動を実施しております。募金へのご協力をいただきました
皆さま、募金活動にご協力をいただきました町内会長・区長、班長や福祉委員、民生委員・児童
委員の皆さま、誠にありがとうございます。
　今年度、赤い羽根共同募金運動の開始に伴い実施しておりました街頭募金活動が、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため実施できませんでした。しかし、例年街頭募金を実施させていただ
いている商店さまには、募金箱を設置させていただいております。
　赤い羽根共同募金は、来年度の地域福祉推進事業に活用させていただきます。今後とも、ご協
力よろしくお願いします。
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※お申し込みは、各支部事務所まで。
※混雑する場合や日程の変更、中止の場合もござ
　います。事前にご予約ください。

１人約１５分程度の相談となります。
【予約およびお問い合わせ】

　白浜支部　 ： ＴＥＬ　４５－２７１１
　日置川支部 ： ＴＥＬ　５２－２１１１

福 祉 相 談 所 設 置 日 程
【時間】午後１時３０分から午後４時

　　　　　　　　( 当日受付は午後３時まで )

日 程 内　　容 会　　場
11/1 財産・登記

本部事務所11/15 法　　律
11/22 成年後見
12/7 財産・登記

白 浜 本 部

日置川支部
日 程 内　　容 会　　場

11/5 法　　律 川添山村活性化支援センター
12/3 法　　律 高齢者生活福祉センター

※１１月の人権相談は中止となっております。
※各相談は、中止とさせていただく場合がございます。実
施の有無を確認、ご予約の上、ご来場ください。

※社協だよりは、共同募金配分金や社協会費等を活用して掲載しています。

収集ボランティア活動を始めてみませんか

　　収集ボランティア活動って何だろう？
　　ボランティア活動には、さまざまな種類の活動が
　あります。そのうちの一つとして、収集ボランティ
　ア活動があります。普段の生活の中で、何気なく捨
　ててしまっているものがリサイクルできたり、収益
　を得ることができるものであったりします。一人ひ
　とりの収集活動を広めることで成り立っている活動
　です。皆さまのご協力をお願いします。　

　　社会福祉協議会ではこんな物を集めています　
　　書き損じハガキ、古切手、アルミ缶などを収集し
　ています。他にも、金属部品の付いている入れ歯等
　も収集しています。また、その他教育機関の行って
　いる収集活動にも協力しています。詳しくは、下記
　までお問い合わせください。

　　　　　　　　お問い合わせ先・収集場所
　　　　　　　　　本会本部事務所もしくは
　　　　　　　　　日置川支部までお願いします。

日置川地区福祉バザー中止のお知らせ

　今年度の日置川地区福祉バザーは、関係機関の実施
するイベントの延期ならびに中止等に伴い、開催を見
合わせさせていただきます。
　例年、商品の提供にご協力いただいている皆さま、
商品の回収や値段付け、販売にご協力いただいている
民生委員・児童委員、福祉委員の皆さま、誠にありが
とうございます。次回開催の際は、変わらぬご協力の
程、よろしくお願いします。

団体組織支援事業申請団体募集
　歳末たすけあい運動の期間中に集められた募金の中で、
町内で活動する福祉施設・団体（介護保険事業所を除く）
の年末年始の活動に対して助成を行います。

【対象団体】　　右表参照　
【助成限度額】　１０万円 ※助成対象事業費総額の９０％以内
【対象事業】　　福祉施設や団体が行う年末年始の行事、学  
　 　　　　　　習会、交流会など

【申請受付期間】　１１月１日 ( 月 ) ～１６日 ( 火 )
　　　　　　　　午後５時必着　※締め切り厳守

詳細は白浜本部（☎４５－２７１１）までお問い合わせください。

歳末たすけあい募金配分事業 申請区分 ①施設等 ②福祉団体 ③特定非営利活動法人

助 成
対 象

令和３年１０月１
日現在開所してお
り、所在する施設
で、社会福祉事業
および更生保護事
業を行う施設

令和３年１０月１日
現在１年以上の活動
実績があり、社会福
祉および更生保護事
業を目的とする事業
を行う団体

令和３年１０月１日現在認
証され活動実績があり、町
内に所在する法人で、社会
福祉および更生保護事業を
目的とする事業を行う特定
非営利活動法人

助 成 欠 格
要　　 件

◎行政所官庁の受託事業
◎地域の寄付者から信頼されていないもの
◎営利目的に行っているもの
◎介護保険事業
◎対象者およびその関係者のみで実施するもの（会員交流会等）
◎その他不適当と認めたもの

日置川地区バザー商品の回収について
　次回の福祉バザーについて、開催の時期は未定
となっておりますが、日置川地域におけるバザー
商品の提供に関する相談等がございましたら、本
会日置川支部までご連絡お願いします。日程等を
確認させていただき、訪問させていただきます。
◆連絡先
　本会日置川支部（☎５２－２１１１）まで、ご
連絡お待ちしています。


